
みらい

介護事業所

指定訪問介護事業所

ケア・サービス みらい

介護理念

わたしたちは
住み慣れた家で

よりよく生きる為の
在宅支援をしていきます

案内図

株式会社 ＳＥＩ喜羅里

介護事業部 ケア・サービスみらい
福島県喜多方市豊川町米室字二条川原1878-9

0241-21-1241／FAX 0241-21-1242

訪問介護サービス

ケア・サービスみらい個人情報保護に関して

当事業所は、利用者様の個人情報を保護すること
が訪問介護業務の基本と考え、個人情報保護法を
遵守し、最良のサービスを提供するために、個人
情報保護方針を定め、利用者様の個人情報を適切
かつ万全の体制で取り扱います。

地域密着型通所介護事業所

デイサービス・センター みらい東千石
有料老人ホーム   みらい東千石

〒965-0818

福島県会津若松市東千石3-4-67

TEL0241-26-9349/FAX0241-27-0910

地域密着型通所介護事業所

デイサービス 楽蔵
〒966-0914

福島県喜多方市豊川町米室字
二条川原1878-6

TEL/FAX 0241-23-2772

地域密着型特定施設入居者生活介護

サービス付高齢者向け住宅 
きらりの家

〒966-0055

      福島県喜多方市字台3581-13

TEL/FAX 0241-23-2380



対象地域 喜多方市・会津若松市・耶麻郡

ケアサービスみらいは介護保険法に基づく
指定訪問介護事業所です

介護サービスを受けるまで…

申請書提出
（各市町村福祉課窓口）

訪問調査

コンピューター
による判定

審査判定

認定結果の通知

調査員が家庭を
訪問して介護を必
要とする人の心
身の状態を
審査します。

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

ケアサービスみらいでは、介護タクシーもご利用いただけます

まずは申請の手続きから…ケア・プランの作成／管理ホームヘルパーによる
訪問介護サービス

電話一本でご自宅にお伺いし
ご相談に応じます

ケア・マネージャーが
あなたに合った介護計画を作成します

－デイサービスの利用
－福祉用具貸与
－住宅改修（20万円まで）

その他、在宅での生活・介護でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

◇ケアサービスみらい 単価表（例）

要支援・要介護認定区分等と介護保険負担割合に

応じて個別に介護サービスを受けるときに支払う金

額は、介護サービスに要した費用に別途介護保険

負担割合を乗じた金額です。

その他の地域の方もお気軽にご相談ください!!

サービス内容略称(要介護) 単位数 算定単位

身 体 介 護 1 20分以上30分未満 244
身 体 介 護 2 30分以上1時間未満 387
身 体 1 生 活 1 身体介護30分未満生活援助30分未満 309
生 活 援 助 2 179
生 活 援 助 3 220
通 院 等 乗 降 介 助 97
サービス内容略称(要支援) 単位数 算定単位

訪問型独自サービ スⅠ 1回/週の利用 1176
訪問型独自サービ スⅡ 2349

加算 単位数 算定単位

訪問介護初回 加算 200

算定項目

1月につき

一回につき
20分以上45分未満

45分以上

通院等乗降介助

2回/週の利用

算定項目

一月につき

介護職員処遇改善加算Ⅱ(22.4%)
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